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資料提供年月日   平成３１年２月１３日 

問い合わせ先 

 課 名 総務法制企画課 

 電 話
 直通  803-1081
 内線  4450 

担当者 
職名・氏名 
職名・氏名 

課長  山本 
副主査 光藤 

広 報 連 絡 
＜市長記者会見資料＞

１ 件  名 

平成３１年２月定例市議会提出の主な議案（予算を除く。）

について 

・岡山市災害救助法基金条例の制定について（甲第１９号議案） 

・岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて（甲第３８号議案） 

・岡山市心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例の制定について（甲第４６

号議案） 

・指定管理者の指定について（烏城公園）（甲第１１１号議案） 



担当課名 危機管理室

担当者名 
課  長   三谷 

課長補佐   内藤 

連絡先 
８０３－１０８２ 

内 線 ５８５０ 

岡山市災害救助法基金条例の制定について 

（甲第１９号議案）

１ 制定の概要 

岡山市災害救助法基金を設置するための条例を制定します。 

２ 制定の理由 

平成３０年 6月１５日に公布された改正災害救助法により、改正法第２条の２第１項

規定の「救助実施市」として政令指定都市が指定を受けることができるようになり、本

市も平成３１年４月１日の当該指定を目指します。 

救助実施市の指定を受ける要件として、改正災害救助法第２２条で災害救助基金の設

置が義務付けられており、救助実施市の指定に必要となる財源を積み立てるために「岡

山市災害救助法基金条例」を新たに制定するものです。

３ 基金積立額 

・改正災害救助法第２３条第３項で定められた方法で積算した最少額を積み立てます。 

・改正災害救助法第２３条第３項で定められた方法で積算した最少額が、積み立てて

いる基金を超える場合は、次年度にその差額を積み立てます。 

４ 施行日 

公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日 



岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例の 

一部を改正する条例の制定について 

（甲第３８号議案）

１ 目的 

 平成１３年制定の岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例（さんかく条例）

に、女性活躍及びワーク・ライフ・バランスの取組の一層の推進、自治組織等における

男女共同参画の推進、性の多様性を尊重する視点を盛り込んで、一部を改正するもの。 

２ 背景及び一部改正の理由 

さんかく条例は、「性別にかかわらず市民一人ひとりの個性が輝く『住みよいまち、

住みたいまち』を創る」ことを目的としており、「男女が社会の対等な構成員として、

その個性と能力を十分に発揮する機会が確保される」社会をめざしている。 

社会経済環境の変化を受けて、女性活躍及びワーク・ライフ・バランスの取組が重要

となっていることから、その一層の推進を明記し、自治組織等における取組についても

盛り込む。さらには、性的マイノリティの方の人権への配慮など新たな課題が見られる

ことから、従来の男女に二分された考え方に性の多様性を尊重する視点を盛り込む。 

３ 一部改正の概要 

 （１）女性活躍及びワーク・ライフ・バランスの推進について 

・事業者の責務として、職場と家庭生活等の両立を支援する職場環境整備を追加。 

・市における政策決定過程への男女共同参画推進のため、女性活躍の取組を明記。 

 （２）自治組織等における男女共同参画の推進 

   ・自治組織の責務として、男女共同参画の取組を明記。 

   ・災害対応に、男女共同参画の視点を入れることを明記。 

 （３）性の多様性尊重について 

   ・条文の中で、「性別にかかわらず」、「男女が」と表現していた部分を、「性別等に

かかわらず」、「すべての人が」に改める。「性別等」は「性別、性自認、性的指

向等」を指すと定義。 

３ 施行日 

平成３１年４月１日 

担当課名 女性が輝くまちづくり推進課

担当者名 
課  長   逢 澤 

課長補佐   岩 井 

連絡先 
８０３－１１１５ 

内 線 ３７３７ 



記者会見資料 

担当課名 医療助成課

担当者名 
課  長   戸 取  

課長補佐   多々納 

連絡先 
８０３－１２１９ 

内 線 ５７２０ 

岡山市心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例の制定について 

（甲第４６号議案）

１ 目的 

心身障害者医療費助成制度の対象に精神障害者を加えることと、３障害（身体障害・ 

知的障害・精神障害）に共通した制度改正を行い、障害者の福祉の増進に資する 

ものとします。 

２ 主な改正の概要 

・本制度の受給対象に、精神障害者保健福祉手帳１級及び自立支援医療（精神通院） 

受給者証を合わせて持つ人を追加し、保険診療にかかる医療機関での自己負担を 

原則３割（70歳から 74歳は自己負担２割）から1割に軽減します。 

・本制度の受給資格を持つ身体障害、知的障害、また新たに対象となる精神障害、い

ずれの方についても早期の社会復帰を促すため、精神疾患で１年を超えない入院を

助成対象とします。 

 ・施行日時点で既に精神疾患で入院をしている人については、算定を開始する日を施

行日とします。

３ 施行日  平成３１年12月 1日 

障害の種類と 

資格要件 

心身障害者医療費助成：あり（○）・なし（×） 

一般通院 精神通院 一般入院 精神入院 

身体障害 

（手帳1～3級） 
○ ○ ○ ○ 

知的障害 

（療育手帳A） 
○ ○ ○ ○ 

精神障害 

（手帳1級等） 
× × × × 

障害の種類と 

資格要件 

心身障害者医療費助成：あり（○）・一部助成（△） 

一般通院 精神通院 一般入院 精神入院 

身体障害 

（手帳1～3級） 
○ ○ ○ △ 

知的障害 

（療育手帳A） 
○ ○ ○ △ 

精神障害

（手帳1級と自立支援

医療（精神通院）） 

○ ○ ○ △ 

※ 医療費の自己負担額が１割に軽減される制度

※ △精神入院・・１年を超えない入院を助成    

○現行の制度：対象となる障害と治療について ○平成３１年12月１日からの新しい制度  



担当課名 観光振興課

担当者名 
課  長  小川 祥子 

副 主 査  三垣 和博 

連絡先 
８０３－１３３２ 

内 線 ４５３２ 

指定管理者の指定について 

（甲第１１１号議案） 

１ 施設概要 

（１）施 設 名 烏城公園

（２）所 在 地 岡山市北区丸の内二丁目 

（３）施設概要 歴史公園として史跡、名所、天然記念物等の文化財を広く一般に供す

ることを目的とする公園

 ・敷地面積 ５９，０４７㎡

・付帯施設 管理事務所、露天駐車場、トイレ

・管理開始 平成３１年４月１日（予定）

２ 候補者の決定 

（１）平成３０年１１月に実施した産業観光局公共施設等マネジメント推進委員会にお

いて、公益社団法人おかやま観光コンベンション協会を指定管理候補者として非公

募で選定する方針が決定 

（２）平成３０年１２月に候補者から指定管理申請書の提出 

（３）平成３１年１月に実施した産業観光局公共施設等マネジメント推進委員会の承認

を経て、指定管理候補者に下記団体を決定 

３ 指定管理候補者 

  公益社団法人おかやま観光コンベンション協会 

４ 選定方法及び理由 

提出された事業計画書等を申請要項で示した選定基準に基づき審査した結果、公の施

設を管理運営することに適している提案、方針をもっていると認められるため 

５ 指定期間  

平成３１年４月１日から平成３３年３月３１日まで（２年）


